
福岡刑務所尿道カテーテル事件控訴審判決に対する会長声明 

 

２０１４年（平成２６年）９月１９日、福岡高等裁判所は、２０１０年（平

成２２年）４月当時福岡刑務所の受刑者であった控訴人が、腰痛の訴えに対し

て尿道カテーテルを挿入・留置されたことを理由として国に損害賠償を求めた

裁判において、国に慰謝料等の支払いを命ずる判決を言い渡した。 

一審の福岡地方裁判所は、強い腰痛の訴え等当時の状況に照らし、一時的安

静・転倒防止のために尿道カテーテルを挿入・留置した医師の判断には合理性

があるとして請求を棄却していたが、このたびの控訴審判決は、刑事施設内に

おける医療も、社会一般の医療水準に照らして適切なものであるべきことを前

提として、①医師の腰痛に対する診療が医療水準にしたがったものとはいえな

いこと、②本件は尿道カテーテル使用に関するＣＤＣガイドラインの適応条件

を充たさないこと、③福岡刑務所以外の刑事施設では腰痛患者に対して尿道カ

テーテルを使用することなく他の方法で対応していることを指摘し、一審判決

を取り消し、本件カテーテル使用の違法性を認めたものである。 

当会は、福岡刑務所における本件同様のカテーテル使用につき、控訴人を含

む福岡刑務所内の受刑者６名からの人権侵犯救済申し立てを受け、２０１０年

（平成２２年）９月、福岡刑務所長に対し、腰痛患者に対する尿道カテーテル

留置が憲法１３条及び刑事被収容者処遇法５６条に違反する重大な人権侵害で

あり、この侵害行為に関与した医師らに厳正な措置を採るとともに再発の防止

を徹底すべき旨の警告を、また法務大臣に対し、刑事収容施設内における診療

体制の強化やそれに必要な予算の構築も含めた適切な再発防止策を講ずべき旨

の勧告を発している。 

福岡刑務所は、当会の警告に対して、「医療措置に問題なし」とコメントし、

国は本件訴訟においても尿道カテーテル使用の正当性を主張し続けてきた。今

回の福岡高裁判決はそのような考え方に理由がないことを明らかにしたもので

あり、刑事施設被収容者の基本的人権の擁護の観点から高い評価に値する。 

国に対しては、この高裁判決を重く受け止め、自ら非を認めて上告を断念す

るとともに、改めて、当会の警告及び勧告に沿った再発防止策を実現するよう

強く求めるものである。 
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